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資料1 会議の開催経過 

開催日程 主な審議事項等 

第１回 H30 年 7 月 30 日 委員長、副委員長の選任について 

諮問「高槻市学校ブロック塀地震事故の調査について」 

事故状況について 

第 2 回 8 月 20 日 学校施設の点検について 

第 3 回 23 日 地震の概要について 

ブロック塀の物的調査について 

第 4 回 9 月 3 日 関係者のヒアリングについて 

第 5 回 18 日 関係者のヒアリングについて 

点検業者の見解について 

ブロック塀の物的調査について 

寿栄小学校及び他の公共施設におけるブロック塀撤去状況の視察 

第 6 回 27 日 文部科学省の回答書について 

再発防止策の検討について 

報告書のとりまとめについて 

第 7 回 10 月 12 日 関係者のヒアリングについて 

再発防止策の検討について 

報告書のとりまとめについて 

第 8 回 25 日 報告書のとりまとめについて 

第 9 回 29 日 報告書のとりまとめについて 

答申書について 

 

資料2 調査委員会の委員名簿 

氏  名 肩書・職名 

委員長 
奥村 与志弘 

（おくむら よしひろ） 

関西大学 社会安全学部 准教授 

副委員長 
岡村 信也 

（おかむら のぶや） 

一般財団法人 日本建築総合試験所 
試験研究センター 構造部 上席調査役 

宮脇 智幸 

（みやわき ともゆき） 
高槻市ＰＴＡ協議会 元会長 

門谷 真希 
（もんたに まき） 

平安女学院大学 子ども教育学部 准教授 
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資料3 諮問書 
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資料4 寿栄小学校ブロック塀の物的調査について 
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資料5 建築基準法（点検関係抜粋） 

 

 

 

  

（維持保全） 

第八条 建築物の所有者、管理者又は占有者は、その建築物の敷地、構造及び建築設備を常時適

法な状態に維持するように努めなければならない。 

２ 第十二条第一項に規定する建築物の所有者又は管理者は、その建築物の敷地、構造及び建築

設備を常時適法な状態に維持するため、必要に応じ、その建築物の維持保全に関する準則又は計

画を作成し、その他適切な措置を講じなければならない。この場合において、国土交通大臣は、当

該準則又は計画の作成に関し必要な指針を定めることができる。 

 

（報告、検査等） 

第十二条 第六条第一項第一号に掲げる建築物で安全上、防火上又は衛生上特に重要であるもの

として政令で定めるもの（国、都道府県及び建築主事を置く市町村の建築物（以下この項及び第三

項において「国等の建築物」という。）を除く。）及び当該政令で定めるもの以外の特定建築物（同号

に掲げる建築物その他政令で定める建築物をいう。以下この条において同じ。）で特定行政庁が指

定するもの（国等の建築物を除く。）の所有者（所有者と管理者が異なる場合においては、管理者。

第三項において同じ。）は、これらの建築物の敷地、構造及び建築設備について、国土交通省令で

定めるところにより、定期に、一級建築士若しくは二級建築士又は建築物調査員資格者証の交付を

受けている者（次項及び次条第三項において「建築物調査員」という。）にその状況の調査（これらの

建築物の敷地及び構造についての損傷、腐食その他の劣化の状況の点検を含み、これらの建築物

の建築設備及び防火戸その他の政令で定める防火設備（以下「建築設備等」という。）についての

第三項の検査を除く。）をさせて、その結果を特定行政庁に報告しなければならない。（略） 

２ 国、都道府県又は建築主事を置く市町村の特定建築物の管理者である国、都道府県若しくは市

町村の機関の長又はその委任を受けた者（以下この章において「国の機関の長等」という。）は、当

該特定建築物の敷地及び構造について、国土交通省令で定めるところにより、定期に、一級建築士

若しくは二級建築士又は建築物調査員に、損傷、腐食その他の劣化の状況の点検（当該特定建築

物の防火戸その他の前項の政令で定める防火設備についての第四項の点検を除く。）をさせなけれ

ばならない。ただし、当該特定建築物（第六条第一項第一号に掲げる建築物で安全上、防火上又

は衛生上特に重要であるものとして前項の政令で定めるもの及び同項の規定により特定行政庁が

指定するものを除く。）のうち特定行政庁が安全上、防火上及び衛生上支障がないと認めて建築審

査会の同意を得て指定したものについては、この限りでない。 

３～９（略） 


